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男鹿市告示第２２号 

 

 男鹿市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年３月７日 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

男鹿市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示 

男鹿市産後ケア事業実施要綱（令和３年男鹿市告示第６２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（実施報告及び請求） （実施報告及び請求） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

（安全管理体制）  

第12条 委託先は、日頃から緊急時における対策について

準備対策をするものとする。 

 

２ 事故発生時においては、直ちに委託者に連絡をすると

ともに、事案等発生日の翌日までに事案等発生時報告様

式（様式第８号）を用いて報告するものとする。 

 

（その他） （その他） 

第13条 （略） 第12条 （略） 

様式第７号（第11条関係） 様式第７号（第11条関係） 
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改正後 改正前 

様式第８号（第12条関係） 

 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である 
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附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


